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国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する 

職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の改正等について 

 

 国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を

示す証明書の様式の特例に関する省令（令和３年国土交通省令第 68 号。以下「統合省

令」という。）においては、地方公共団体の職員が国土交通省所管の法律の規定に基づ

く立入検査等（職員が立ち入って検査・調査等を行うものをいう。以下同じ。）を行う

際に携帯する身分証明書は、他の法令の規定にかかわらず統合省令で規定する様式（以

下「統合様式」という。）を使用することを可能としているところです。 

 今般、国土交通省の職員（国土交通省の所掌に係る事務を行う沖縄総合事務局職員

を含む。以下「国の職員」という。）が行う立入検査等の規定についても統合省令の対

象に追加するとともに、国の職員が立入検査等を行う際に携帯する身分証明書につい

ては、所要の経過措置を設けた上で、その様式を統合様式に一本化することとします

ので、下記のとおりお知らせいたします。 

 また、必要に応じて本事務連絡の内容を関係部局へ展開いただくよう、併せてお願

いいたします。 

 

記 

 

１ 趣旨 

 国の法令に基づく立入検査等の際に地方公共団体の職員が携帯する身分証明書に

ついては、立入検査の根拠規定ごとに異なる様式が定められている場合が多いこと

から、発行事務の負担軽減のため、令和３年に各府省において様式の統合を行うため

の法令整備が行われました。 

 国土交通省においても、統合省令を制定し、地方公共団体の職員が行う立入検査等

については統合省令に定める身分証明書の様式を使用することを可能としたところ

です。 

 今般、国の職員が立入検査等を行う際に携帯する身分証明書について、その発行、

管理等の作業に係る事務負担を緩和し業務効率化を図るため、統合省令の改正を行

い、別紙記載の各法律の規定に基づき関係省令で定められている立入検査等の個別

の様式を改め、統合様式に一本化することとします。 

 

  



 なお、今般の省令改正に当たっては、省令改正の施行の際、既に改正前の様式によ

り発行されている身分証明書及び準備されている用紙は、当分の間、使用（用紙は取

り繕って使用）することができることとする経過措置を設けておりますので、併せて

申し添えます。 

  さらに、法令に規定する立入検査等に係る身分証明書について現行の省令等にお

いて様式の定めのないものについても、各部局等の内規等においてこれらの身分証

明書の様式について特段の制約を定めていない限りにおいて、統合様式を用いて身

分証明書を作成しても差し支えありません。 

 

２．施行日（改正日） 

  令和６年４月１日 

   ※ 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律（平成 30 年法律第 61 号）に

関する一部規定については、同法の施行日（令和７年６月 26 日）から施行。 

３ 統合様式の運用方法  

 統合様式の運用方法については、省令に定める身分証明書に関する規定の範囲内

において、立入検査等の各種法令を所管する部局により定めていただくようお願い

いたします。 

 なお、当課としましては、令和３年度の統合省令制定時の運用に準ずる形で、下記

のような運用を想定しております。 

・統合様式中第１面には、発行された身分証明書を識別するための発行番号並びに

立入検査等をする権限を有する職員の職名（所属部局・課名等も記載いただき、身

分をより明確にすることが望ましいと考えます。）、氏名及び生年月日を記載し、当

該職員の顔写真を貼付又は印刷するとともに、身分証明書の交付日及び有効期限

を記載し、発行者が押印するものとします。 

・有効期限については、各部局等において設定するものとします。 

・発行者の記載については「発 行 者」の文字を各部局等において必要な発行者の

名称に書き換えた上で発行するものとします。原則として一枚の身分証明書に対

して発行者は一人としますが、複数の部局等をまたいで身分証明書を作成する際

に発行者が複数になる場合は、関係部局等にて調整を行った上で発行者を列記し、

それぞれの発行者が押印するものとします。（押印は余白でも可能です。） 

  なお、各地方支分部局内で発行・運用が完結している立入検査等の身分証明書に

係る業務については、各地方支分部局内で整理していただき、総務部等でとりま

とめたうえで、部門をまたいで身分証明書を発行しても構いません。 

・統合様式中第２面の「法令の条項」の欄には、立入検査等の根拠となる法律の条項

を選択して記載することとします。「該当の有無」の欄については、「法令の条項」

の欄に記載のある各条項について、身分証明書の発行を受ける職員が立入検査等

の職権を有するものには「○」を、有しないものには「－」を記載することとしま

す（各部局等が所管する全ての法令の条項を列記した上で職員ごとに権限の有無

を示す「○」又は「－」を「該当の有無」の欄に記載するほかに、当該職員が立入



検査等の権限を有する法令の条項のみを列記した上で全ての「該当の有無」の欄に

「○」印を記載することとしても差し支えありません。）。同一法令中に立入検査等

に係る複数の条項があり、当該職員の権限がそのうちの一部の規定に基づく立入

検査等に限定されている場合には、権限を有する範囲が明らかとなるよう当該法

令中の対象条項を特定して記載することとします。 

・統合様式に基づく身分証明書は、用紙１枚で作成することとします。各部局等ごと

に列挙する法令の条項の数が大きく異なると考えられることから、用紙及び貼付

する写真のサイズは各部局等において設定できることとするとともに、第２面に

ついては、表面に記載するほか、備考４のとおり、全部又は一部を裏面に記載する

ことができることとします。また、身分証明書の記載は印字することとし（手書き

はしないこと）、修正しないこととします。 

・統合様式の記載事項については、必要に応じて英文を併記の上、発行することがで

きることとします。 

  



【別紙】 

 

一 船舶法（明治三十二年法律第四十六号）第二十一条ノ二 

二 軌道法（大正十年法律第七十六号）第十三条 

三 船舶安全法（昭和八年法律第十一号）第十二条第一項、第二十五条の四十第一項

及び第二十五条の六十一第一項（同法第二十五条の六十八、第二十五条の七十、第

二十八条第七項及び第二十九条ノ三第三項、海洋汚染等及び海上災害の防止に関す

る法律（昭和四十五年法律第百三十六号）第十九条の十五第三項（同法第十九条の

三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。）、第十九条

の四十九第三項及び第四十三条の九第二項並びに船舶の再資源化解体の適正な実施

に関する法律（平成三十年法律第六十一号）附則第六条第三項において準用する同

法第三十条第三項（船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の施行日（令和

七年六月二十六日）以後は第三十条第三項（同法第三十一条第三項において準用す

る場合を含む。））において準用する場合を含む。） 

四 船員法（昭和二十二年法律第百号）第百条の二十五第一項 

五 建設業法（昭和二十四年法律第百号）第二十六条の二十一第一項、第二十七条の

十二第一項、第三十一条第一項及び第四十一条の二第四項 

六 水先法（昭和二十四年法律第百二十一号）第二十六条第一項（同法第三十二条に

おいて準用する場合を含む。）及び第六十九条第一項 

七 海上運送法（昭和二十四年法律第百八十七号）第二十五条第一項（同法第四十二

条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）、第三十二条の四十一第一

項、第三十七条の六第一項、第三十八条の五第一項及び第三十九条の九第一項 

※上記の条項は、海上運送法等の一部を改正する法律（令和五年法律第二十四号）に

よる改正後のもの（令和六年四月一日施行） 

八 測量法（昭和二十四年法律第百八十八号）第五十一条の十八第一項及び第五十七

条の三第一項 

九 屋外広告物法（昭和二十四年法律第百八十九号）第二十三条第一項 

十 通訳案内士法（昭和二十四年法律第二百十号）第四十九条第一項 

十一 国際観光ホテル整備法（昭和二十四年法律第二百七十九号）第四十四条第三項

及び第四項 

十二 建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第十五条の二第一項（同法第八十

八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。）、第七十七条の十三第一

項（同法第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。）、第七十七条

の三十一第一項、第七十七条の三十五の十七第一項及び第七十七条の四十九第一項

（同法第七十七条の五十四第二項、第七十七条の五十六第二項及び第七十七条の五

十七第二項において準用する場合を含む。） 

十三 建築士法（昭和二十五年法律第二百二号）第十条の二第一項、第十条の十三第

一項（同法第十五の五第一項において準用する場合を含む。）及び第十条の三十四第

一項（同法第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合

を含む。） 



十四 港湾法（昭和二十五年法律第二百十八号）第四十三条の二十三第一項、第五十

五条の二の二第一項（同法第四十三条の七において準用する場合を含む。）、第五十

六条の二の十四第一項並びに第五十六条の五第一項及び第二項 

十五 船舶職員及び小型船舶操縦者法（昭和二十六年法律第百四十九号）第十七条の

十三第一項（同法第十七条の十七、第十七条の十九、第二十三条の三十二及び第二

十三条の三十四並びに船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律（平成三年

法律第七十五号）附則第六条において準用する場合を含む。）、第二十三条の二十一

第一項、第二十九条の二第一項及び第二十九条の三第一項 

十六 港湾運送事業法（昭和二十六年法律第百六十一号）第三十三条第二項 

十七 道路運送法（昭和二十六年法律第百八十三号）第九十四条第四項から第六項ま

で 

十八 道路運送車両法（昭和二十六年法律第百八十五号）第五十四条の三第一項、第

六十三条の四第一項、第七十五条の六第一項、第七十六条の四十第一項及び第百条

第二項 

十九 公営住宅法（昭和二十六年法律第百九十三号）第四十九条第一項 

二十 土地収用法（昭和二十六年法律第二百十九号）第十一条第三項並びに第十四条

第一項及び第三項（大深度地下の公共的使用に関する特別措置法（平成十二年法律

第八十七号）第九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。）並びに土地収用

法第三十五条第一項（同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。）（い

ずれも国土交通大臣に係るものに限る。） 

二十一 モーターボート競走法（昭和二十六年法律第二百四十二号）第六十条第一項

及び第六十一条第一項 

二十二 内航海運業法（昭和二十七年法律第百五十一号）第二十五条第一項（同法第

二十七条において準用する場合を含む。） 

二十三 宅地建物取引業法（昭和二十七年法律第百七十六号）第十六条の十三第一項、

第十七条の十七第一項、第五十条の十二第一項、第六十三条の二第一項（同法第六

十三条の三第二項及び第六十四条の十八において準用する場合を含む。）並びに第七

十二条第一項 

二十四 道路法（昭和二十七年法律第百八十号）第四十八条の五十五第一項、第六十

六条第一項、第七十二条の二第一項（同法第九十一条第二項において準用する場合

を含む。）及び第二項並びに第七十七条第三項 

二十五 公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和二十七年法律第百八十四号）

第二十四条第一項 

二十六 離島航路整備法（昭和二十七年法律第二百二十六号）第十七条第一項 

二十七 航空法（昭和二十七年法律第二百三十一号）第百三十四条第二項（民間の能

力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律（平成二十五年法律第六十七号）

第十二条第一項及び附則第十七条第一項において適用する場合を含む。） 

二十八 旅行業法（昭和二十七年法律第二百三十九号）第十二条の二十六第一項（同

法第二十九条において準用する場合を含む。）及び第七十条第三項 

二十九 自動車損害賠償保障法（昭和三十年法律第九十七号）第二十三条の二第一項



（同法第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。）、第八十条第四項、第

八十二条の二第一項及び第八十五条第一項 

三十 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和三十年法律第百七十九

号）第二十三条第一項（国土交通大臣に係るものに限る。） 

三十一 空港法（昭和三十一年法律第八十号）第三十九条第二項（同法附則第五条第

一項、関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する

法律（平成二十三年法律第五十四号）第三十二条第二項並びに民間の能力を活用し

た国管理空港等の運営等に関する法律第八条第二項及び附則第七条第二項において

準用する場合を含み、関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及

び管理に関する法律第三十二条第一項並びに民間の能力を活用した国管理空港等の

運営等に関する法律第十三条及び附則第十八条において読み替えて適用する場合を

含む。） 

三十二 倉庫業法（昭和三十一年法律第百二十一号）第二十七条第一項 

三十三 高速自動車国道法（昭和三十二年法律第七十九号）第二十三条第一項 

三十四 内航海運組合法（昭和三十二年法律第百六十二号）第六十七条第一項 

三十五 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律

第百六十六号）第六十八条第一項及び第七十一条第三項（いずれも国土交通大臣に

係るものに限る。） 

三十六 放射性同位元素等の規制に関する法律（昭和三十二年法律第百六十七号）第

四十三条の二第一項及び第四十三条の三第一項（いずれも国土交通大臣に係るもの

に限る。） 

三十七 自動車ターミナル法（昭和三十四年法律第百三十六号）第二十二条第二項 

三十八 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和三十五年法律第百二十三号）第八

十五条の二第二項において読み替えて適用する同法第八十二条第二項 

三十九 不動産の鑑定評価に関する法律（昭和三十八年法律第百五十二号）第十四条

の二十第一項及び第四十五条第一項 

四十 河川法（昭和三十九年法律第百六十七号）第二十二条の三第一項、第七十七条

第一項、第七十八条第一項及び第八十九条第一項 

四十一 小型船造船業法（昭和四十一年法律第百十九号）第十九条第一項 

四十二 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法

（昭和四十二年法律第百三十一号）第十六条第二項 

四十三 タクシー業務適正化特別措置法（昭和四十五年法律第七十五号）第五十一条

第一項 

四十四 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第九条の十八第一項、第四十二

条の二十五第一項並びに第四十八条第六項、第七項、第九項及び第十項（同条第九

項及び第十項については、海上保安庁長官に係るものを除く。） 

四十五 積立式宅地建物販売業法（昭和四十六年法律第百十一号）第五十一条第一項 

四十六 運輸安全委員会設置法（昭和四十八年法律第百十三号）第十八条第三項並び

に第二十二条第二項及び第四項 

四十七 船舶油濁等損害賠償保障法（昭和五十年法律第九十五号）第五十九条第一項 



四十八 賃金の支払の確保等に関する法律（昭和五十一年法律第三十四号）第十六条

において読み替えて適用する同法第十三条第二項 

四十九 外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別

措置に関する法律（昭和五十二年法律第六十号）第六条第一項 

五十 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法（昭和五十三年法律第四十二号）

第三条第三項 

五十一 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律

（昭和五十四年法律第四十九号）第百六十六条第三項、第六項、第七項、第九項及び

第十項（同条第三項、第九項及び第十項については、国土交通大臣に係るものに限

る。） 

五十二 船舶のトン数の測度に関する法律（昭和五十五年法律第四十号）第十二条第

一項 

五十三 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律（昭和五十六年法律第二十八号）第四

条の三第一項及び第十三条第一項 

五十四 浄化槽法（昭和五十八年法律第四十三号）第五十三条第二項 

五十五 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律（昭和六十一年法

律第八十八号）第十五条第一項 

五十六 鉄道事業法（昭和六十一年法律第九十二号）第五十六条第一項及び第二項（軌

道法第二十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。）並びに鉄道事業法第

五十六条第三項 

五十七 貨物利用運送事業法（平成元年法律第八十二号）第五十五条第二項 

五十八 貨物自動車運送事業法（平成元年法律第八十三号）第六十条第四項（同法第

三十七条第三項において準用する場合を含む。）及び第五項 

五十九 建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成七年法律第百二十三号）第四十

一条第一項 

六十 中部国際空港の設置及び管理に関する法律（平成十年法律第三十六号）第二十

条第一項 

六十一 マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成十二年法律第百四十九

号）第二十二条第一項（同法第三十八条、第五十八条第三項、第九十四条及び第百二

条において準用する場合を含む。）、第四十一条の十七第一項（同法第六十一条の二

において準用する場合を含む。）及び第八十六条第一項 

六十二 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律（平成十三年法律第五十七号）

第二十一条第二項 

六十三 小型船舶の登録等に関する法律（平成十三年法律第百二号）第二十八条第一

項（同法附則第四条第三項において準用する場合を含む。） 

六十四 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法（平成十四年法律第百八十

号）第二十四条第一項 

六十五 東京地下鉄株式会社法（平成十四年法律第百八十八号）第十条第一項 

六十六 成田国際空港株式会社法（平成十五年法律第百二十四号）第十六条第一項 

六十七 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律（平成十六年法



律第三十一号）第二十三条第二項（同法第二十七条において準用する場合を含む。）

及び第三十五条第二項 

六十八 高速道路株式会社法（平成十六年法律第九十九号）第十六条第一項 

六十九 都市鉄道等利便増進法（平成十七年法律第四十一号）第二十五条第一項 

七十 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成十八年法律第九

十一号）第五十三条第一項 

七十一 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（平成十九年法律第六十

六号）第二十八条第一項 

七十二 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び

活性化に関する特別措置法（平成二十一年法律第六十四号）第十七条第二項 

七十三 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び

拠点施設の整備等に関する法律（平成二十二年法律第四十一号）第十二条第一項 

七十四 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する

法律第二十八条第一項及び第二項 

七十五 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第七条第五項及び

附則第六条第五項 

七十六 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法（平成二十五年法

律第七十五号）第二十二条第一項 

七十七 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法（平成二十六年法律第二十四号）

第三十九条第一項 

七十八 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成二十七年法律第五

十三号）第三十条第四項、第三十三条第四項、第三十三条の三第四項及び第五十八

条第一項（同法第六十一条第二項において準用する場合を含む。） 

※上記の法令名及び条項は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消

費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律（令和四年法律第六十九号）によ

る改正後のもの（令和六年四月一日施行） 

七十九 住宅宿泊事業法（平成二十九年法律第六十五号）第四十五条第一項及び第六

十六条第一項 

八十 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法（平成三十年法律第四十

九号）第六条並びに第七条第一項及び第三項（いずれも国土交通大臣に係るものに

限る。） 

八十一 特定複合観光施設区域整備法（平成三十年法律第八十号）第二十九条第二項 

八十二 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法

律（平成三十年法律第八十九号）第二十五条第一項 

八十三 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律（令和二年法律第六十号）第二

十六条第一項及び第三十六条第一項 

八十四 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律

（令和四年法律第四十三号）第五十八条第二項（国土交通大臣に係るものに限る。） 

※船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の施行日以後、同法第三十四条第三

項の規定を追加 


